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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平面画像の座標平面について、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標
に当該画素の画素値に応じた個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の
点に対して、密度に基づくクラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々につ
いてクラスタに属するか否かを識別し、
前記クラスタリングにおいては、ＤＢＳＣＡＮが利用され、
前記複数の画素の各々について、当該画素に対応する点を中心として所定の半径で画定さ
れる範囲内に存在する点の個数と所定の閾値とを比較することで、当該画素が前記クラス
タに属するか否かを識別し、
前記クラスタは、前記閾値以上の個数で存在する複数の点で形成される
画像処理方法。
【請求項２】
前記閾値は、前記複数の画素にわたる画素値の平均と前記範囲の面積との積に応じて設定
される
請求項１の画像処理方法。
【請求項３】
前記半径は、前記平面画像について許容される誤差に応じて設定される
請求項１または請求項２の画像処理方法。
【請求項４】
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前記半径と、前記クラスタを形成する複数の点の個数とは、前記座標平面に対するＯＰＴ
ＩＣＳの結果に応じて設定される
請求項１の画像処理方法。
【請求項５】
対象物で回折されたＸ線の強度の分布を表す回折画像である平面画像の座標平面について
、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標に当該画素の画素値に応じた
個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の点に対して、密度に基づくク
ラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々についてクラスタに属するか否か
を識別し、
前記複数の画素のうち前記クラスタに対応する領域について積分をすることで、回折チャ
ートを作成する
画像処理方法。
【請求項６】
前記複数の画素の各々について、当該画素の画素値から１画素について想定され得るノイ
ズの期待値を引いた値に応じた個数の点を登録する
請求項１または請求項５の画像処理方法。
【請求項７】
平面画像の座標平面について、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標
に当該画素の画素値に応じた個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の
点に対して、密度に基づくクラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々につ
いてクラスタに属するか否かを識別する分類部を具備し、
前記クラスタリングにおいては、ＤＢＳＣＡＮが利用され、
前記分類部は、前記複数の画素の各々について、当該画素に対応する点を中心として所定
の半径で画定される範囲内に存在する点の個数と所定の閾値とを比較することで、当該画
素が前記クラスタに属するか否かを識別し、
前記クラスタは、前記閾値以上の個数で存在する複数の点で形成される
画像処理装置。
【請求項８】
対象物で回折されたＸ線の強度の分布を表す回折画像である平面画像の座標平面について
、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標に当該画素の画素値に応じた
個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の点に対して、密度に基づくク
ラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々についてクラスタに属するか否か
を識別する分類部と
前記複数の画素のうち前記クラスタに対応する領域について積分をすることで、回折チャ
ートを作成する処理部と
を具備する画像処理装置。
【請求項９】
対象物で回折されたＸ線を検出するＸ線検出装置と、
前記検出されたＸ線の強度の分布を表す回折画像を生成する画像生成部と、
前記回折画像の座標平面について、当該回折画像を構成する複数の画素の各々に対応する
座標に当該画素の画素値に応じた個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複
数の点に対して、密度に基づくクラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々
についてクラスタに属するか否かを識別する分類部と、
前記複数の画素のうち前記クラスタに対応する領域について積分をすることで、回折チャ
ートを作成する処理部と
を具備するＸ線回折装置。
【請求項１０】
平面画像の座標平面について、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標
に当該画素の画素値に応じた個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の
点に対して、密度に基づくクラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々につ
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いてクラスタに属するか否かを識別する分類部としてコンピュータシステムを機能させ、
前記クラスタリングにおいては、ＤＢＳＣＡＮが利用され、
前記分類部は、前記複数の画素の各々について、当該画素に対応する点を中心として所定
の半径で画定される範囲内に存在する点の個数と所定の閾値とを比較することで、当該画
素が前記クラスタに属するか否かを識別し、
前記クラスタは、前記閾値以上の個数で存在する複数の点で形成される
プログラム。
【請求項１１】
対象物で回折されたＸ線の強度の分布を表す回折画像である平面画像の座標平面について
、当該平面画像を構成する複数の画素の各々に対応する座標に当該画素の画素値に応じた
個数の点を登録し、当該座標平面について登録された複数の点に対して、密度に基づくク
ラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々についてクラスタに属するか否か
を識別する分類部、および、
前記複数の画素のうち前記クラスタに対応する領域について積分をすることで、回折チャ
ートを作成する処理部
としてコンピュータシステムを機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、各種の画像を処理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
画像から目的となる領域を分離する技術が従来から提案されている。例えば、非特許文献
１には、回折画像から回折像を表す領域とノイズを表す領域とを分離する技術が開示され
ている。具体的には、学習済モデル（畳み込みニューラルネットワーク）を利用して回折
像を表す領域とノイズを表す領域とが分離される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Dipendra Jha,他６名,“Peak Area Detection Network for Directly L
earning Phase Regions from Raw X-ray Diffraction Patterns”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし、非特許文献１の技術では、学習済モデルを生成するにあたり、回折像と背景ノイ
ズとを分離した回折画像に関する教師データ（学習用データ）を大量に準備する必要があ
り手間がかかるという問題がある。以上の事情を考慮して、本発明では、平面画像から所
望する領域を簡便な方法で分離することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題を解決するため、本発明の画像処理方法は、平面画像を構成する各画素に対応
する位置に当該画素の画素値に応じた個数で座標平面に分布する複数の点に対して、密度
に基づくクラスタリングを実行することで、前記複数の画素の各々についてクラスタに属
するか否かを識別する。
【発明の効果】
【０００６】
本発明の画像処理方法によれば、大量の学習用データを必要とすることなく、画素値が高
い画素が密に存在する部分（所望する領域）をクラスタとして分離することができる。す
なわち、平面画像から所望する領域を簡便な方法で分離することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】第１実施形態に係るＸ線回折装置の構成を例示するブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る制御装置の機能を例示するブロック図である。
【図３】回折画像を示す図である。
【図４】比較例に係る回折チャートを示す図である。
【図５】第１実施形態に係る回折画像に対応する座標平面を示す図である。
【図６】第１実施形態に係るクラスタリング後の座標平面を示す図である。
【図７】第１実施形態に係る座標平面に対するＯＰＴＩＣＳの結果（Reachability Plot
）を示す図である。
【図８】第１実施形態に係るクラスタ領域についての積分の結果を示す図である。
【図９】第１実施形態に係る回折チャートを示す図である。
【図１０】第１実施形態に係る制御装置が実行する処理のフローチャートである。
【図１１】第３実施形態に係るクラスタリング後の回折画像を示す図である。
【図１２】第３実施形態に係る回折チャートを示す図である。
【図１３】第３実施形態に係る回折チャート（背景ノイズの除去後）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜第１実施形態＞
図１は、本発明の第１実施形態に係るＸ線回折装置５０の構成を例示するブロック図であ
る。Ｘ線回折装置５０は、対象物で回折されるＸ線を観測することで、当該対象物の結晶
の状態（例えば結晶構造や結晶化の度合い）を解析する装置である。図１に例示される通
り、Ｘ線回折装置５０は、Ｘ線検出装置１００と処理装置２００とを具備する。
【０００９】
Ｘ線検出装置１００は、対象物で回折されるＸ線を検出可能な機器である。Ｘ線検出装置
１００には、公知の任意の機器が採用される。例えば、Ｘ線検出装置１００は、照射部１
１と検出部１２とを含む。照射部１１は、対象物に入射角θでＸ線を照射する照射機器で
ある。
【００１０】
検出部１２は、対象物に照射されたＸ線のうち、当該対象物で回折されたＸ線を検出する
検出機器である。第１実施形態では、Ｘ線を検出する検出面を有する２次元検出器が検出
部１２として利用される。検出面は、結晶面の傾きχを表す軸と回折角２θを表す軸とが
張る座標平面に対応する。例えば、検出面には位置（座標）毎にＸ線を検出可能な検出素
子が配置される。具体的には、検出部１２は、検出面における位置毎に、当該位置で検出
されたＸ線の強度を表す信号（以下「検出信号」という）Ｓを生成する。すなわち、検出
信号Ｓは、回折角２θと結晶面の傾きχとの組み合わせ毎に検出されたＸ線の強度を表す
信号である。
【００１１】
処理装置２００は、Ｘ線検出装置１００が生成した検出信号Ｓから対象物の結晶の状態を
解析するための機器である。第１実施形態の処理装置２００は、制御装置２１と入力装置
２２と表示装置２３と記憶装置２４とを具備するコンピュータシステムで実現される。例
えばパーソナルコンピュータ等の情報端末が処理装置２００として利用される。
【００１２】
入力装置２２は、利用者による操作を受付ける。例えば利用者が操作する操作子等が入力
装置２２として利用される。表示装置２３は、各種の情報を表示する。例えば、液晶ディ
スプレイ等が表示装置２３として例示される。
【００１３】
制御装置２１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等の単数または複数の処理
回路で構成され、処理装置２００の各要素を統括的に制御する。記憶装置２４は、例えば
磁気記録媒体または半導体記録媒体等の公知の記録媒体で構成された単数または複数のメ
モリであり、制御装置２１が実行するプログラムと制御装置２１が使用する各種のデータ
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とを記憶する。
【００１４】
図２は、記憶装置２４に記憶されたプログラムを制御装置２１が実行することで実現され
る機能を例示するブロック図である。図２に例示される通り、第１実施形態の制御装置２
１は、画像生成部２１１とチャート作成部２１３とを実現する。
【００１５】
画像生成部２１１は、Ｘ線検出装置１００が生成した検出信号Ｓから回折画像Ｇ（「平面
画像」の例示）を生成する。図３は、画像生成部２１１が生成した回折画像Ｇの一例であ
る。回折画像Ｇは、複数の画素で構成される。回折画像Ｇは、検出面に対応する。すなわ
ち、回折画像Ｇの各画素の位置は、結晶面の傾きχを表す軸と回折角２θを表す軸とが張
る座標平面内の各座標に対応する。各画素には、検出面における当該画素に対応する位置
で検出された検出信号Ｓが表すＸ線の強度に応じた画素値に設定される。各画素の画素値
はＸ線の強度に比例する。なお、検出信号Ｓは、回折画像Ｇを構成する複数の画素毎に生
成されるとも換言できる。
【００１６】
回折画像Ｇには、対象物の結晶の状態を表す回折像が含まれる。例えば、局所的に明るい
部分（以下「回折線」という）Ｌにより回折像が構成される。図３では、４つの弧状の回
折線Ｌ（Ｌ1-Ｌ4）により回折像が構成される場合を例示する。回折像は、画素値が高い
画素が密に存在する部分である。一方で、回折画像Ｇのうち回折像以外の部分は背景ノイ
ズが含まれる部分である。背景ノイズは、例えば迷光やＸ線検出装置１００に起因するノ
イズである。したがって、回折画像Ｇ以外の部分は、画素値が高い画素が疎密な部分（す
なわち画素値が低い画素が密な部分）であるとも換言できる。
【００１７】
回折画像Ｇは回折チャートの生成に利用される。回折チャートは、回折角２θ毎にＸ線の
強度を表したグラフである。ここで、回折画像Ｇの全体（具体的には複数の回折線Ｌを全
て含むように指定された１つの領域）から回折チャートを生成する構成（以下「比較例１
」という）を想定する。すなわち、比較例１では、回折像に加えて回折像以外の部分（す
なわち背景ノイズを表す部分）も含む領域から回折チャートが生成される。具体的には、
回折画像Ｇの全体について、所定の軸（例えば結晶面の傾きχを表す軸）で積分すること
で、回折チャートが作成される。図４は、比較例１により生成された回折チャートが示さ
れている。図４の回折チャートには、回折像を表す複数のピーク（以下「回折ピーク」と
いう）Ｐ1-Ｐ4と、背景ノイズを表す部分とが含まれる。各回折ピークＰは、１個の回折
線Ｌに対応する。
【００１８】
回折ピークＰ（例えばピーク位置および半値幅）から対象物の結晶の状態が特定される。
しかし、背景ノイズが含まれると、回折ピークＰを正確に特定できない。したがって、対
象物の結晶の状態を高精度に推定できないという問題がある。以上の事情を考慮して、本
発明では、画像生成部２１１が生成した回折画像Ｇから背景ノイズの影響を除去した後に
回折チャートを作成する。
【００１９】
チャート作成部２１３は、画像生成部２１１が生成した回折画像Ｇから回折チャートを作
成する。第１実施形態のチャート作成部２１３は、座標生成部３１１と分類部３１３と処
理部３１５とを含む。座標生成部３１１および分類部３１３は、回折画像Ｇから回折像と
回折像以外の部分とを分離する要素である。処理部３１５は、分離された回折像から回折
チャートを作成する要素である。
【００２０】
具体的には、座標生成部３１１は、回折画像Ｇに対応する座標平面（「回折座標平面」と
いう）を生成する。図５は、回折座標平面の一例である。回折座標平面は、回折角２θに
対応する軸と結晶面の傾きχに対応する軸とで張る座標平面である。具体的には、座標生
成部３１１は、各画素に対応する位置に当該画素の画素値（すなわち検出信号Ｓが表すＸ
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線の強度）に応じた個数で点が分布するように回折座標平面を生成する。例えば、画素値
が１０である画素については、当該画素に対応する位置に１０個の点が登録される。以上
の説明から理解される通り、回折座標平面には、各画素に対応する位置に当該画素の画素
値に応じた密度で点が配置される。なお、回折画像Ｇおよび回折座標平面は記憶装置２４
に記憶される。
【００２１】
分類部３１３は、回折画像Ｇを構成する複数の画素の各々についてクラスタに属するか否
かを識別する。具体的には、回折座標平面に分布する複数の点に対して、密度に基づくク
ラスタリングを実行することで、各画素がクラスタに属するか否かが識別される。例えば
、ＤＢＳＣＡＮ（Density-based spatial clustering of applications with noise）が
密度に基づくクラスタリングとして好適に利用される。ＤＢＳＣＡＮは、複数の点の集合
について密に存在する領域をクラスタとして特定する。複数の点の集合のうちクラスタ以
外の領域は点が疎密に存在する領域である。すなわち、ＤＢＳＣＡＮは、複数の点の集合
を密な領域と疎密な領域とに分離する手法であるとも換言できる。なお、ＤＢＳＣＡＮで
はクラスタ数を事前に設定することは不要である。
【００２２】
第１実施形態におけるＤＢＳＣＡＮを利用したクラスタリングは、以下の通りである。
複数の画素の各々について、当該画素に対応する点から所定の半径（以下「探索距離」と
いう）で画定される領域（以下「探索範囲」という）が設定される。すなわち、画素毎に
探索範囲が設定されるとも換言できる。そして、探索領域内に存在する点の個数と、所定
の閾値（以下「最小近接点数」という）とが比較される。そして、コア点、到達可能点お
よび外れ値の何れかに各点が分類される。なお、最小近接点数は、密な領域を形成するの
に必要となる点の最小値である。
【００２３】
コア点      ：探索範囲内に最小近接点数を上回る点が存在する。
到達可能点  ：探索範囲内に存在する点は最小近接点数を下回るが、探索範囲内にコア点
が存在する。
外れ値      ：探索範囲内に存在する点も最小近接点数を下回り、かつ、探索範囲内にコ
ア点が存在しない。
【００２４】
コア点を中心とした探索範囲内に存在する点に対応する画素は、当該コア点に対応する画
素と同じクラスタ（本発明における「クラスタ」の例示）に属する。到達可能点に対応す
る画素は、当該到達可能点に存在するコア点に対応する画素と同じクラスタ（本発明にお
ける「クラスタ」の例示）に属する。一方で、外れ値に対応する画素は、クラスタには属
さない。以上の処理により、全ての画素についてクラスタに属するか否かが識別されるま
で、回折座標平面内の全ての画素に対応する点について分類が繰り返し実行される。
【００２５】
なお、実際には、ＤＢＳＣＡＮでは、外れ値に対応する画素は、自身のみが所属するクラ
スタとして識別される。すなわち、全ての画素が何らかのクラスタに分類される。そこで
、外れ値に対応する画素が所属するクラスタ（すなわち背景ノイズを表すクラスタ）は、
目的となるクラスタではないから、処理の対称から除外する。具体的には、所定のクラス
タサイズ（以下「最小クラスタサイズ」という）が設定され、回折座標平面における複数
のクラスタのうち最小クラスタサイズを下回るクラスタ（すなわちノイズを表すクラスタ
）については処理の対称から除外する。なお、クラスタサイズは、クラスタに所属する点
の個数である。以上の説明から理解される通り、最小クラスタサイズ以上の個数で存在す
る複数の点で形成される１以上のクラスタ（本発明における「クラスタ」の例示）が抽出
される。探索範囲と最小近接点数（「閾値」の例示）と最小クラスタサイズとの設定方法
については後述する。
【００２６】
以上の説明から理解される通り、各画素に画素値（検出信号Ｓの強度）に応じた点の個数
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を設定することで、複数の画素を密度に基づいてクラスタリングすることが可能になる。
【００２７】
図６は、クラスタリング後の回折座標平面である。図６における濃色の部分がクラスタＣ
（最小クラスタサイズ以上のクラスタ）に対応する。図６では、回折画像Ｇの全ての画素
について複数（４個）のクラスタＣ1-Ｃ4が形成される場合を例示する。回折画像Ｇのう
ち各クラスタＣは、画素値が高い画素が密に存在する部分である。すなわち、各クラスタ
Ｃは１個の回折線Ｌ（すなわち回折ピークＰ）に相当する。回折画像Ｇにおいて形成され
た複数のクラスタＣ1－Ｃ4の集合が回折像に相当する。
【００２８】
一方で、回折画像ＧのうちクラスタＣ以外の領域（以下「非目的領域」）は、画素値が高
い画素が疎密な部分（すなわちクラスタＣと比較して画素値が低い部分）である。図６に
おける淡色の部分が非目的領域に対応する。非目的領域は、背景ノイズを表す部分である
とも換言できる。以上の説明から理解される通り、分類部３１３は、回折画像Ｇから、画
素値が高い画素が密に存在する部分（クラスタ）と、画素値が高い画素が疎密な部分（非
目的領域）とに分離する要素である。したがって、回折画像Ｇから回折像を表す部分と背
景ノイズを表す部分とが分離される。
【００２９】
ＤＢＳＣＡＮにおいて使用される探索距離、最小近接点数および最小クラスタサイズの具
体的な設定方法について詳述する。例えば、設定方法１および設定方法２が例示される。
【００３０】
＜設定方法１＞
設定方法１は、回折画像Ｇにおける回折像が明確に確認できる場合に採用され得る。例え
ば、回折像と背景ノイズとの強度差（画素値の差）が十分に大きい場合に適用される。
【００３１】
（１）探索距離
探索距離は、回折画像Ｇについて許容される誤差（許容誤差）に応じて設定される。なお
、許容誤差は、回折画像Ｇの全体に対して回折角２θについて許容される誤差である。許
容誤差は、例えばＸ線検出装置１００の仕様や測定条件等に応じて利用者により適宜に決
定される。具体的には、許容誤差に対応するピクセル長（画素の個数）が探索距離として
設定される。探索距離は、「許容誤差／１画素あたりの分解能」で算出される。許容誤差
が０．５°であり、１画素あたりの分解能が０．０１９３°である場合を想定する。以上
の場合には、０．５°／０．０１９３°＝２６が探索距離として特定される。
【００３２】
（２）最小近接点数
最小近接点数は、回折画像Ｇの画素値に応じて設定される。例えば、回折画像Ｇにおける
１画素あたりの画素値の平均値を算出する。そして、１画素あたりの平均値と探索領域の
面積（探索距離×探索距離×π）との積が最小近接点数として特定される。
【００３３】
（３）最小クラスタサイズ
（２）で特定した最小近接点数に応じた値が最小クラスタサイズとして設定される。典型
的には、最小近接点数と同等の値が最小クラスタサイズとして設定される。
【００３４】
＜設定方法２＞
設定方法２は、回折画像Ｇにおける回折像が不明確な場合に採用され得る。例えば、回折
像と背景ノイズとの強度差（画素値の差）が小さい場合に設定方法２が採用される。
【００３５】
設定方法２では、回折座標平面に分布する複数の点に対してＯＰＴＩＣＳ（Ordering Poi
nts To Identify the Clustering Structure）を実行する。ＯＰＴＩＣＳは、ＤＢＳＣＡ
Ｎと同様に、密度に基づくクラスタリングの手法である。ＯＰＴＩＣＳでは、ＤＢＳＣＡ
Ｎで使用される探索距離および最小近接点数について様々な値を設定した際に、どのよう
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にクラスタが形成されるのかを把握することができる。具体的には、ＯＰＴＩＣＳでは、
各点についてコア点になるために必要な最小距離が特定される。ＯＰＴＩＣＳにおいても
、ＤＢＳＣＡＮと同様に、探索距離および最小近接点数が使用される。
【００３６】
ＯＰＴＩＣＳにおいて設定される探索距離は任意である。例えば、上述した＜設定方法１
＞における（１）探索距離と同程度の値や、回折画像の回折線における回折角2θを表す
軸方向における大きさと同程度の値がＯＰＴＩＣＳの探索距離として設定される。ただし
、計算コストを考慮しない場合には、回折画像の大きさと同程度の値や無限大を探索距離
としてもよい。なお、ＯＰＴＩＣＳにおける探索距離は、ＤＢＳＣＡＮの探索距離として
検討する距離の上限であるとも換言できる。
【００３７】
ＯＰＴＩＣＳにおいて設定される最小近接点数は、ＤＢＳＣＡＮにおいて設定を予定して
いる最小近接点数と同様の値である。ＯＰＴＩＣＳの最小近接点数は、２以上の値であれ
ば任意である。例えば、上述した＜設定方法１＞における（２）最小近接点数と同程度の
値や１/４～１/２程度の値がＯＰＴＩＣＳの最小近接点数として設定される。
【００３８】
図７は、回折座標平面に対するＯＰＴＩＣＳの結果を表すグラフ（Reachability Plot）
である。縦軸のReachabilityはコア点になるために必要な最小距離を表す。一方で、横軸
のcluster-orderingは各点を識別するための識別子（点の位置を表す情報）を表す。Reac
hability Plotでは、複数のピークと、ピーク間に位置する谷の部分（以下「谷部分」と
いう）Ｋとが存在する。谷部分Ｋ（Reachabilityの変位が少ない部分）は、回折座標平面
において点が密な領域（すなわち回折画像Ｇのクラスタに相当する領域）に対応する。し
たがって、回折像における回折線Ｌと同様の個数の谷部分Ｋが存在し得る。図７では、４
つの谷部分Ｋ1-Ｋ4が存在する。一方で、ピークの部分は、回折座標平面において点が疎
密な領域（すなわち非目的領域）に対応する。
【００３９】
（１）探索距離
探索距離は、Reachability Plotにおける谷部分Ｋの最小距離に応じて設定される。複数
の谷部分のうち最小距離が最も大きい谷部分Ｋ2の最小距離に応じて探索距離が設定され
る。谷部分Ｋ2は、例えば、各谷部分Ｋについて１点あたりの最小距離の平均値を算出し
、複数の谷部分Ｋ1-Ｋ4にわたり当該平均値を比較することで、特定される。または、利
用者が目視でReachability Plotから谷部分Ｋ2を特定してもよい。そして、例えば谷部分
Ｋ2の最小距離（例えば１点あたりの平均値）を少し上回る値が探索距離として設定され
る。または、利用者が目視で谷部分Ｋ2における最小距離を確認することで探索距離を設
定してもよい。最小距離が最も大きい谷部分Ｋ2（すなわち複数の谷部分Ｋのうち最もク
ラスタを形成しにくい谷部分Ｋ2）の最小距離に応じて探索距離を設定することで、回折
画像Ｇを構成する全ての回折線Ｌを分離することができる。なお、最小距離が最も大きい
谷部分Ｋを特定する方法や、谷部分Ｋを利用して探索距離を特定する方法は以上の例示に
限定されない。
【００４０】
（２）最小クラスタサイズ
最小クラスタサイズは、Reachability Plotにおける谷部分Ｋの幅（横軸方向の長さ）に
応じて設定される。なお、横軸方向の長さは点の個数と等しい。具体的には、複数の谷部
分Ｋ1-Ｋ4のうち幅が最も小さい谷部分Ｋ1の幅に応じて最小クラスタサイズが設定される
。例えば、谷部分Ｋ1の幅と等しい値に最小クラスタサイズが設定される。なお、Reachab
ility Plotにおける谷部分Ｋの特定には、公知の画像解析技術が任意に利用される。
【００４１】
以上の説明から理解される通り、設定方法２では、探索距離と最小クラスタサイズとがＯ
ＰＴＩＣＳの結果に応じて設定される。なお、設定方法２では、ＯＰＴＩＣＳで使用した
最小近接点数と同様の値がＤＢＳＣＡＮの最小近接点数として使用される。
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【００４２】
設定方法１および設定方法２の何れを採用するかは、利用者が適宜に選択し得る。設定方
法１では、探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイズとを簡便に設定できるという利
点がある。一方で、設定方法２では、回折像と背景ノイズとの強度差が小さい場合でも適
切な探索距離および最小クラスタサイズを設定できるという利点がある。ただし、探索距
離と最小近接点数と最小クラスタサイズとの設定方法は、設定方法１および設定方法２に
は限定されない。なお、設定方法１および設定方法２の双方において、最小クラスタサイ
ズは、最小近接点数以上の値であれば任意である。
【００４３】
なお、探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイズとは、クラスタリングの実行前に分
類部３１３に対して設定される。例えば、利用者が入力装置２２を操作して入力した値が
、探索距離、最小近接点数および最小クラスタサイズとして分類部３１３に設定される。
また、探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイズとを特定する要素は、処理装置２０
０に搭載してもよいし、処理装置２００とは別個の装置に搭載してもよい。
【００４４】
処理部３１５は、回折チャートを生成する。具体的には、処理部３１５は、回折画像Ｇの
うちクラスタＣに対応する領域（画素の集合）から回折チャートを生成する。すなわち、
回折画像Ｇのうち非目的領域は回折チャートに加味されない。
【００４５】
まず、処理部３１５は、複数のクラスタＣ1-Ｃ4の各々について所望の軸（例えば結晶面
の傾きχを表す軸）で積分する。図８は、各クラスタＣについての積分の結果Ｗが図示さ
れている。なお、各クラスタＣの全体を積分の対象とすることは必須ではない。例えば、
クラスタＣのうち利用者が設定する任意の範囲（例えばクラスタの広がりや検出部１２の
大きさに応じて設定された範囲）に対して積分を実行してもよい。
【００４６】
次に、処理部３１５は、各クラスタＣに対する積分の結果Ｗを所望の関数（例えばガウス
関数やローレンツ関数）でフィッティングする。そして、フィッティングされた曲線状の
回折ピークＰ1-Ｐ4が生成される。回折ピークＰを解析することでピーク位置および半値
幅が特定される。そして、対象物の結晶の状態が推定できる。以上の説明から理解される
通り、複数のクラスタＣ1-Ｃ4にそれぞれが対応する複数の回折ピークＰ1-Ｐ4が生成され
る。なお、クラスタＣから回折ピークＰ1-Ｐ4を生成する処理には公知の任意の技術が採
用される。
【００４７】
そして、処理部３１５は、フィッティング後の複数の回折ピークＰ1-Ｐ4を統合すること
で回折チャートを作成する。図９は、処理部３１５が生成する回折チャートである。回折
画像ＧのうちクラスタＣのみを積分の対象としたから、図４の回折チャートと比較して、
背景ノイズが除去された回折チャートが生成される。処理部３１５により作成された回折
チャートは表示装置２３に表示される。なお、以上の説明では、クラスタＣの個数が４個
の場合を例示したが、クラスタＣの個数は回折画像に応じて変更され得る。
【００４８】
図１０は、第１実施形態の制御装置２１が実行する処理のフローチャートである。図１０
の処理は、例えば処理装置２００に対する利用者からの指示に応じて開始される。まず、
画像生成部２１１は、検出信号Ｓから回折画像Ｇを生成する（ＳA1）。座標生成部３１１
は、回折画像Ｇに対応する回折座標平面を生成する（ＳA2）。具体的には、各画素に対応
する位置に当該画素の画素値に応じた個数で点が分布する回折座標平面が生成される。な
お、実際には、回折座標平面に対応する座標データベースが記憶装置２４に記憶される。
座標データベースは、座標毎に点の個数を登録するデータテーブルである。
【００４９】
分類部３１３は、回折画像Ｇを構成する複数の画素の各々についてクラスタに属するか否
かを識別する（ＳA3）。具体的には、回折座標平面に分布する複数の点に対して、ＤＢＳ

10

20

30

40

50



(10) JP　7688868　B2　2025.6.5

ＣＡＮを利用したクラスタリングを実行することで、各画素がクラスタに属するか否かが
識別される。そして、回折画像Ｇを構成する複数の画素に１以上のクラスタが形成される
。ＤＢＳＣＡＮに使用される探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイズとは、クラス
タリングを実行する前に事前に設定される。探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイ
ズとを特定する方法は、上述した通りである。
【００５０】
処理部３１５は、複数のクラスタＣの各々について所望の軸で積分する（ＳA4）。次に、
処理部３１５は、各クラスタＣに対する積分の結果を所望の関数でフィッティングする（
ＳA5）。すなわち、クラスタＣ毎に回折ピークＰが生成される。そして、処理部３１５は
、フィッティング後の各回折ピークＰを統合することで、回折チャートを作成する（ＳA6
）。
【００５１】
ここで、比較例１の構成では、上述した通り、背景ノイズが含まれた回折チャート（図４
の回折チャート）が生成される。したがって、比較例１の構成では、回折ピークＰのピー
ク位置および半値幅を特定する前に、回折チャートから背景ノイズを低減する処理が必要
である。例えば回折チャートに対するリーベルト解析により背景ノイズが低減される。し
かし、リーベルト解析の実行においては、利用者は、背景ノイズを低減するために経験則
等に基づいて多くのパラメータを入力する必要がある。したがって、利用者にとって負担
が大きく、回折チャートの作成に時間もかかるという問題がある。
【００５２】
それに対して、第１実施形態の構成によれば、回折座標平面に分布する複数の点に対して
密度に基づくクラスタリングを実行することで、回折画像Ｇの複数の画素の各々について
クラスタに属するか否かを識別する。そして、回折画像Ｇのうちクラスタについてのみ積
分を実行することで、背景ノイズが除去された回折チャートが作成される。したがって、
回折チャートが作成された後に利用者の入力による背景ノイズの除去は不要である。すな
わち、比較例１の構成と比較して、利用者の負担が軽減され、短時間で回折チャートを作
成できる。
【００５３】
比較例１では、複数の回折ピークを含む積分結果に対してフィッティング（例えばガウス
関数によるフィッティング）を実行することで回折チャートを生成する。したがって、回
折チャートを作成するための処理負荷が大きいという問題がある。一方で、回折ピークＰ
毎にフィッティングが実行される第１実施形態の構成によれば、比較例１と比較して、回
折チャートを作成するための処理負荷が低減される。
【００５４】
回折画像Ｇから回折像（クラスタＣ）と背景ノイズ（非目的領域）とを分離するために学
習済モデルを利用する構成（以下「比較例２」という）では、大量の学習用データ（回折
像と背景ノイズとを分離した回折画像Ｇに関する教師データ）を準備する必要がある。比
較例２は、例えば非特許文献１に記載された技術である。それに対して、第１実施形態の
構成では、大量の学習用データが不要である。すなわち、比較例２と比較して、回折画像
Ｇから回折像と背景ノイズとを簡便な方法で分離することが可能である。
【００５５】
例えば、２値化された回折画像（すなわち白と黒の２階調に変換された回折画像）に対し
てＤＢＳＡＮを実行してクラスタを特定する構成（以下「比較例３」という）も提案され
ている。比較例３は、例えば「Christian Bodenstein,他４名,“Automatic Object Detec
tion Using DBSCAN for Counting Intoxicated Flies in the FLORIDA Assay”」に記載
された技術である。しかし、比較例３の構成では、回折画像における画素値の変化を加味
したクラスタリングを実行することはできない。特に、回折チャートを作成する場合、回
折ピークＰの広がり（すなわちクラスタ内での画素値の変化）が加味された回折像を分離
する必要がある。第１実施形態では、回折画像Ｇの画素値に応じた個数の点を回折画像Ｇ
平面に分布させるから、画素値の変化を加味したクラスタを形成できる。すなわち、回折
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ピークＰの広がりを適切に反映した回折チャートを生成することができる。
【００５６】
＜第２実施形態＞
本発明の第２実施形態を説明する。なお、以下に例示する各形態において作用または機能
が第１実施形態と同様である要素については、第１実施形態の説明で使用した符号を流用
して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
【００５７】
想定され得る背景ノイズの期待値（検出信号Ｓの強度）は、Ｘ線検出装置１００の仕様や
測定条件により事前に算出することが可能である。以上の事情を考慮して、第２実施形態
では、回折画像Ｇに対してクラスタリングを実行する前に背景ノイズの影響を低減する構
成を例示する。
【００５８】
画像生成部２１１は、第１実施形態と同様に、検出信号Ｓから回折画像Ｇを生成する。第
２実施形態の座標生成部３１１は、回折画像Ｇを構成する複数の画素の各々について、当
該画素の画素値から１画素について想定され得る背景ノイズの期待値を引いた値に応じた
個数の点を回折座標平面に分布させる。すなわち、１画素における背景ノイズの期待値を
下回る画素については回折座標平面には登録されない。一方で、１画素における背景ノイ
ズの期待値を上回る画素については、当該画素の画素値から背景ノイズの期待値を引いた
値に応じた個数の点が回折座標平面に登録される。
【００５９】
１画素における背景ノイズの期待値は、例えば、１画素あたりのノイズの検出頻度[count
/pixel/s]と露光時間[s]との積である。なお、１画素あたりのノイズの検出頻度はＸ線検
出装置１００の仕様書を参照する。ただし、背景ノイズの期待値の算出方法は任意である
。例えば、検出頻度[count/pixel/s]と露光時間[s]との積に所定の係数を乗じた値を１画
素あたりの背景ノイズの期待値としてもよい。
【００６０】
そして、分類部３１３は、第１実施形態と同様に、回折座標平面に分布する複数の点に対
してクラスタリングを実行することで、回折画像Ｇの各画素をクラスタに属するか否かを
識別する。したがって、回折画像ＧからクラスタＣが特定される。処理部３１５は、第１
実施形態と同様に、回折画像のうちクラスタＣから回折チャートを作成する。
【００６１】
第２実施形態では、特に、各画素の画素値から背景ノイズの期待値を引いた値に応じた個
数の点を回折座標平面に分布させるから、背景ノイズの影響が十分に低減された回折チャ
ートを作成することが可能である。１画素における背景ノイズの期待値を下回る画素につ
いては回折座標平面には登録されないから、回折座標平面を生成する処理負荷も低減され
る。
【００６２】
なお、背景ノイズの期待値が十分に小さい場合には、第２実施形態の構成は採用しなくて
もよい。背景ノイズの期待値が十分に小さい場合とは、例えば、例えば回折画像Ｇの複数
の画素のうち画素値が最小（ただし０を除く）である画素の画素値よりも、背景ノイズの
期待値が１桁以上小さい場合である。
【００６３】
＜第３実施形態＞
第１実施形態では、分類部３１３が分離したクラスタＣが回折ピークＰに相当する場合を
例示した。しかし、回折像と背景ノイズとの強度差が小さい場合には、図１１に例示され
る通り、背景ノイズを表す画素の一部がクラスタＣ3として特定されることもある。以上
の事情を考慮して、第３実施形態では、分類部３１３が分離した複数のクラスタＣのうち
背景ノイズを表すクラスタＣ3を除外して回折チャートを作成する構成を例示する。
【００６４】
以下、分類部３１３が分離したクラスタＣが背景ノイズを表すクラスタＣであるか否かを
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識別する方法を例示する。例えば、クラスタリングを実行した後の回折座標平面または回
折画像Ｇを利用者が目視で確認することで、クラスタＣが背景ノイズを表すクラスタＣで
あるか否かを識別してもよい。
【００６５】
または、制御装置２１が、回折座標平面のうちクラスタＣに対応する範囲に存在する点の
個数と、所定の閾値とを比較することで、当該クラスタＣが背景ノイズを表すクラスタＣ
であるか否か識別してもよい。回折座標平面のうちクラスタＣに対応する範囲に存在する
点の個数が所定の閾値を下回る場合には、当該クラスタＣが背景ノイズであると識別され
る。所定の閾値は、例えばＤＢＳＣＡＮで利用される最小近接点数に応じて設定される。
具体的には、最小近接点数を上回る値が閾値として設定される。
【００６６】
なお、分類部３１３が分離した複数のクラスタＣ1-Ｃ3（背景ノイズを表すクラスタＣ3も
含む）について積分した後に、背景ノイズを除去してもよい。図１２は、分類部３１３が
分離した複数のクラスタＣ（図１１に示される３つのクラスタ領域）について積分をした
結果を表す。
【００６７】
図１２に例示される通り、複数のクラスタＣ1-Ｃ3に対する積分結果には、背景ノイズを
表す部分（楕円で囲まれた部分）と、各回折ピークＰとが含有される。図１２の積分結果
から背景ノイズを表す部分における強度の平均値（以下「ノイズ平均値」という）を算出
する。そして、各回折ピークＰからノイズ平均値を引くことで、クラスタとして分離され
た背景ノイズを除去する。図１３は、背景ノイズを除去した後にフィッティングをした回
折チャートである。図１３に例示される通り、各回折ピークＰから背景ノイズが低減され
ることが確認できた。なお、複数のクラスタＣ1-Ｃ3に対する積分結果から背景ノイズを
表す部分を特定する方法は、任意である。例えば、利用者が目視で特定してもよいし、公
知の画像解析技術により特定してもよい。
【００６８】
なお、設定方法１で探索距離と最小近接点数と最小クラスタサイズとを設定してクラスタ
リングを実行した結果、背景ノイズを表すクラスタＣが存在する場合には、適切な探索距
離と最小近接点数と最小クラスタサイズとを再度設定した後にクラスタリングを実行して
もよい。
【００６９】
＜変形例＞
以上に例示した各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以
下の例示から任意に選択された２以上の態様を適宜に併合することも可能である。
【００７０】
（１）前述の各形態では、密度に基づくクラスタリングとしてＤＢＳＣＡＮを利用したが
、密度に基づくクラスタリングの手法はＤＢＳＣＡＮには限定されない。例えば、ＨＤＢ
ＳＣＡＮ（Hierarchical Density-Based Spatial Clustering）やＤＥＮＣＬＵＥ(Densit
y Based Clustering)を利用してもよい。公知のクラスタリング技術が任意に採用される
。
【００７１】
（２）前述の各形態では、画素値が高い画素が密に存在する部分と、画素値が高い画素が
疎密な部分とを回折画像Ｇから分離する構成を例示したが、処理の対象となる平面画像は
回折画像Ｇには限定されない。例えば、指紋認証に使用される指紋を撮像した画像、Ｘ線
を対象物に照射して撮像されたＸ線画像、または、ＣＴ（Computed Tomography）やＭＲ
Ｉ（Magnetic Resonance Imaging）により撮像された画像等の各種の平面画像に対して本
発明を利用することが可能である。以上の説明から理解される通り、任意の平面画像が本
発明の処理の対象となり得る。
【００７２】
（３）前述の各形態において、処理装置２００の制御装置２１の機能を複数の装置で実現
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してもよい。例えば、画像生成部２１１とチャート作成部２１３とを別個の装置に搭載し
てもよい。また、制御装置２１が画像生成部２１１とチャート作成部２１３とは異なる機
能も実現してもよい。なお、分類部３１３を搭載する装置が本発明に係る「画像処理装置
」の例示である。
【００７３】
（４）前述の各形態に係る画像処理装置の機能は、各形態での例示の通り、ＣＰＵ等の処
理回路とプログラムとの協働により実現される。前述の各形態に係るプログラムは、コン
ピュータが読取可能な記録媒体に格納された形態で提供されてコンピュータにインストー
ルされ得る。記録媒体は、例えば非一過性（non-transitory）の記録媒体であり、ＣＤ-
ＲＯＭ等の光学式記録媒体（光ディスク）が好例であるが、半導体記録媒体または磁気記
録媒体等の公知の任意の形式の記録媒体も包含される。
【００７４】
（５）分類部３１３が行う処理は、平面画像を構成する各画素に対応する位置に当該画素
の画素値に応じた個数で座標平面に分布する複数の点に対して、密度に基づくクラスタリ
ングを実行することで、複数の画素の各々についてクラスタに属するか否かを識別する画
像処理方法としても特定される。
【符号の説明】
【００７５】
１１    ：照射部
１２    ：検出部
２１    ：制御装置
２２    ：入力装置
２３    ：表示装置
２４    ：記憶装置
５０    ：Ｘ線回折装置
１００  ：Ｘ線検出装置
２００  ：処理装置
２１１  ：画像生成部
２１３  ：チャート作成部
３１１  ：座標生成部
３１３  ：分類部
３１５  ：処理部
Ｃ      ：クラスタ
Ｇ      ：回折画像
Ｌ      ：回折線
Ｐ      ：回折ピーク
Ｓ      ：検出信号
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【図１】

【図２】
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【図３】
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【図４】

【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】

【図９】
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【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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